
○紀の川市国民健康保険運動継続支援事業補助金交付要綱 

令和４年３月３１日 

告示第５４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、紀の川市国民健康保険被保険者が生活習慣病や加齢に伴う筋骨格

系疾患を予防・改善し、自身で健康の保持増進を行うことを目的とし、運動を習慣化

する活動費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて紀の川市補助金

等交付規則（平成１７年紀の川市規則第４１号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる対象者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 紀の川市国民健康保険の特定健康診査又は健康診査（以下「健康診査等」と

いう。）を受診した者 

（２） 第４条に規定する事業所で利用期間中及びこの補助金の申請時において紀の

川市国民健康保険に加入している者であって、国民健康保険税を滞納していない世

帯に属するもの 

（３） 健康診査等を受診した年度と同じ年度に第４条に規定する事業所を連続３月

以上利用し、その経費を支払った者 

（４） 前年度において当該補助金の交付を受けていない者 

（補助金額） 

第３条 補助金の交付は、補助対象者１人につき当該年度内１回とし、１万円を上限と

する。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費は、運動支援を業とする事業所（トレーニングジム、

エアロビクススタジオ等であって、主として会員にスポーツ、体力向上等のトレーニ

ングの機会を提供する事業所をいう。）での連続３月分の定期利用（入会金含む。以

下同じ。）に要する経費とする。 

２ 前項に規定する連続３月分の定期利用の期間は当該年度とし、前年度分または翌年

度分の経費は対象外とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、紀の川市国

民健康保険運動継続支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に前条に規定する事業所での連続３月分の定期利用（入会金含む）に要した経費の領

収書、健康診査等の結果その他の証拠書類の写しを添えて市長に提出しなければなら

ない。 



２ 前項の交付申請ができる期間は、当該年度末日までとする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、申請者から申請書を受理した場合は、書類の審査及び必要な調査を行

い、紀の川市国民健康保険運動継続支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式

第２号。以下「通知書」という。）により、申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由

等により当該年度における補助金の交付ができない場合は、速やかに通知書によりそ

の旨を申請者に通知しなければならない。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金は、前条の規定により交付の決定を受けた者から紀の川市国民健康保険

運動継続支援事業補助金交付請求書（様式第３号）が提出された後３０日以内に交付

するものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２８日告示第１７９号） 

この告示は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１８日告示第２６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に改正前の第５条の規定に基づき申請のあった補助金の交付

については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


